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学校給食における
食物アレルギー対応を拡充します



市ホームページ：食物アレ
ルギー対応マニュアル

指
標

指標項目 基準値(令和4
年度)

目標値(令和9
年度)

松井田学校給食セン
ターでの食物アレル
ギー対応レベル

レベル1 レベル4

学校給食は、必要な栄養を摂る手
段であるばかりでなく、児童生徒が
「食の大切さ」「食事の楽しさ」を理
解するための役割も担っています。
市は、学校給食による食物アレル
ギー症状を起こさないよう、各学校
の自校調理方式給食室及び給食セ
ンターの施設設備や人員等の能力
や環境に応じて、児童生徒にとって
最善の対応に努めます。 

食物アレルギー対応の基本的な考え方



１.　基本的な考え方
　対応基準、アレルギー対応の方法、原因食品と主
な対応例、給食で使用しない食品などについて
２.　アレルギー対応開始までの手順
　新入学児童、新規の申し出、次年度以降（継続）
の対応手順について
３.　学校における対応食の受け渡し・配膳手順
　自校調理方式の学校、学校給食センターから配
　送の学校の受け渡しと配送手順について
４.　各種様式
　食物アレルギー問診票、食物アレルギー対応確認
　書兼同意書などの各種様式

食物アレルギー対応マニュアルの策定
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学校給食センターでの対応レベルの拡充



【レベル1】献立明細表対応
毎月、献立ごとの材料、原因食品(アレルゲン)等を記載した詳細な献立表を配布する。比較的症状が軽く、
本人が原因食品(アレルゲン)を取り除くことができる場合。

【レベル2】一部弁当対応
原因食品（アレルゲン）の種類が多い場合や、極微量でも重篤なアレルギー症状を起こす場合など、予定献
立の学校給食を食べることができないと判断される場合。

【レベル3】除去食対応
対応する原因食品(アレルゲン）を除いて給食を提供する。

【レベル4】代替食対応
対応する原因食品(アレルゲン)を給食から除き、除いたことによって、失われる栄養価を別の食品を用いて
補った給食を提供する。

　〇　学校給食におけるアレルギー対応の方法

原因食品（アレルゲン）の種類等により、レベル１～レベル４のアレルギー対応を行う



【完全弁当対応となる場合】

極微量で反応が誘発される可能性がある場合は、現在の給食施設では安全な給
食提供が困難なため、すべての給食が提供できません。

〇　原因食品（アレルゲン）と主な対応例
原因食品

（アレルゲン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　な　対　応　例

卵　　　　　　　　　 　かきたま汁→　卵抜きみそ汁　、　厚焼き玉子→　厚揚げのネギみそ

※基本物資パン種は、配合内に卵を使用していない
飲用牛乳

 

お茶類で代替　

希望しない場合は、提供しない　（ただし給食費は減額しない）

※乳糖不耐症により減額している、児童生徒教職員についても同様とする
乳成分 　パン　→　乳不使用パンで代替

　希望しない場合は、提供しない　（ただし給食費は減額しない）

チーズサラダ→　チーズ抜きサラダ　、クリームシチュー　→　豆乳シチュー
えび・かに・いか 八宝菜→　えび、いか抜き中華炒め　、　えびフライ　→　ちくわフライ　

魚 小魚サラダ　→　小魚抜きサラダ　、　さばの塩焼き　→　ハンバーグ

果物 別の果物　、果汁の入らないゼリー、カップデザート

〇　給食で使用しない食品など
以下の食品は、学校給食で使用しない。
【原則として使用しない食品】

　　そば・ピーナッツ・カシューナッツ・

　　ピスタチオ・クルミ・ぺカンナッツ・

　　あわび・いくら・まつたけ・

　　キウイフルーツ

 【提供する際には注意して使用する食品】

アーモンドなどの種実・木の実類




